
「鳥取県広域住民避難計画（素案）」に係るパブリックコメントの実施結果について 

 

 

平成２５年２月２６日 

危 機 対 策 ・ 情 報 課 

 

 

１ 意見募集期間  平成２５年１月１１日（金）から２月７日（木）まで 

 

２ 意見応募者数  １２名（意見総数・延べ２３件） 

 

３ 応募のあった計画に対する意見の内容とそれに対する考え方 

 

項目 意見の内容 左に対する県の考え方 

緊急的防

護措置を

準備する

区域 

（ＵＰＺ） 

風や地形の影響が考えら

れるため、30km で区切るのは

無理がある。 

国の原子力災害対策指針において、原子力施設か

ら概ね 30km をＵＰＺ区域の目安とすることが示さ

れたことから本計画においても概ね 30km 圏内を避

難対象地域として設定したものです。 

いただいたご意見のとおり、原子力発電所から放

射性物質が放出された場合の影響については、その

時の放出状況、気象条件並びに地形等により周辺環

境への影響が異なることが想定されていることか

ら、実際の避難等の防護措置については、この計画

をベースに置いたうえでその時の状況に基づき設定

をすることになります。 

いずれにいたしましても、今後の原子力規制委員

会の検討結果を踏まえて、必要な検討を行います。 

 

避難先、避

難対象地

域等 

実際に事故が起きれば、

様々な状況の中で最も広い

範囲を設定した避難計画を

立てる必要があり、鳥取県全

体が影響を受ける。鳥取県民

全員が問題意識を持つよう

な取り組みが必要である。 

いただいたご意見のとおり、実際に事故が起きた

場合の影響は、その時の原子力発電所からの放射線

の放出状況及び気象等により異なり、はじめから一

律に設定できるものではありません。そのため国の

原子力安全対策指針に基づき範囲を設定したもので

あり、実際の避難等の防護措置については、この計

画をベースに置いたうえでその時の状況に基づき判

断します。 

また、県民全体が問題意識を持つという御意見に

ついては賛同するものであり、放射線が目に見えな

いことから重要なことと考えております。このため、

原子力防災対策の柱として、放射線講演会など県民

の方へ普及啓発を進めていきたいと考えています。 

いずれにいたしましても、今後の原子力規制委員

会の検討結果を踏まえて、今後、計画への反映を検

討させていただきます。 

 

 

風向きを考えた場合、東向

きに逃げることは考えられ

ない。鳥取県は、全域が汚染

されると思う。 



避難先 各県が、県域を越えて相互

に避難者を受け入れられる

ようすべき。 

原子力発電所から放射性物質が放出された場合の

影響については、その時の放出状況、気象条件並び

に地形等により周辺環境への影響が異なることが想

定されています。そのため、県内だけで全ての避難

者を受け入れすることができない可能性もありま

す。 

仮に、県内の避難施設や入院患者等の災害時要援

護者を収容する施設が不足した場合には、災害時応

援協定を締結している近隣の各県等への県外避難に

より対応することとしております。 

また、その時の状況に応じて島根県内の避難者の

受け入れについても想定しております。 

いずれにいたしましても、今後も、様々な事態に

適切に対応できるよう引き続き検討を行っていきま

す。 

 

避難基準 避難に関する放射線線量

の基準が高すぎる。妊婦、乳

幼児、子どもなど影響を大き

く受けると言われている人

達は、即座に避難しなければ

ならないと思う。 

今回、新たに国の原子力災害対策指針において、

防護措置実施を判断する基準（防護基準）が示され

ました。 

示された基準（500μSv/h など）は、福島第一原

子力発発電所事故の際に実施された防護措置の状況

や教訓を踏まえて、実効的な防護措置を実施する判

断基準として設定された値であり、本県としてもこ

の基準に基づき防護措置を行うこととしておりま

す。しかしながら、今後、この防護基準は、ＩＡＥ

Ａ等の国際機関による防護措置の体系の検討状況も

踏まえ改定が行われる見通しであり、この検討結果

を踏まえ、本県としても必要な対応を検討していき

ます。 

妊婦、乳幼児、子ども等の災害時要援護者の避難

に関しては、いただいたご意見にもあるように、乳

幼児は甲状腺被ばくの健康影響が大人より大きいた

め、今回の指針において優先避難及び安定ヨウ素剤

の優先的予防服用が追記されたところです。 

本計画においても、災害時要援護者については優

先避難を行うこととしておりますが、今後、より速

やかな避難等の防護措置が可能となるよう検討して

いきます。 

 

段階的避

難 

事故が起きた場合、一斉に

避難が始まり渋滞等が発生

する。現実的な避難方法の更

なる検討が必要ではないか。 

いただいたご意見のとおり、事故が発生した場合

に避難計画外の避難（自主的な避難）がなされるな

どすると、米子市街等において交通渋滞が発生する

おそれがあります。 

そのため、島根県を含めた発電所周辺地域におい

て、発電所から近い住民の方から段階的に避難して

いただくこととしています。 

なお、住民避難計画については、先日の訓練等の



結果を検証するとともに今後予定している避難時間

推計シミュレーション結果を踏まえ、更なる検討を

行います。 

また、計画的避難の実施に関しては、県民の皆様

のご理解とご協力が必要です。今後、あらゆる機会

を活用して、本計画の周知を図り、速やかに計画的

避難ができるよう検討していきます。 

 

何故、避難に４日間もかけ

なければならないのか。ま

た、段階的避難ということで

あるが、避難の順番がくるま

で待つというは、おかしい。 

 いただいたご意見のとおり、本計画では、事態の

推移に応じて段階的に避難を開始し、島根原子力発

電所で放射線による影響をもたらす可能性が高い事

象が生じた日から４日間で鳥取県内のＵＰＺ圏域の

避難を段階的に完了する計画にしております。 

これは、島根県を含めた発電所周辺地域において、

発電所から近い住民の方から段階的に避難すること

としているためです。 

実際に事故が起きた場合の影響は、その時の原子

力発電所からの放射線の放出状況及び気象等により

異なり、はじめから一律に設定できるものではあり

ません。そのため国の原子力安全対策指針に基づき

範囲を設定したものあり、実際の避難等の防護措置

については、この計画をベースに置いたうえでその

時の状況に基づき設定することになります。 

なお、今後、避難時間推計シミュレーション結果、

訓練成果の検証結果等に基づき、更に検討を行って

いきます。 

災害時要

援護者の

対応 

県西部には、かなりの数の

災害時要援護者（高齢者、障

がい者）がおられるが、現実

的な避難方法を確保するこ

とができるのか。 

島根原発から半径３０ｋｍ圏内には、社会福祉施

設や医療機関などの入所者、入院患者のほか、在宅

の要援護の方がいらっしゃいます。なかには避難手

段として専用の福祉車両や、同行者として医療・看

護・介護などの専門職員が必要な方もいらっしゃい

ます。このうち避難手段の確保については、避難元

の社会福祉施設が保有している福祉車両を利用する

ほか、避難元以外の施設からも応援派遣を求め、さ

らに福祉タクシー、自衛隊車両等も活用して、その

確保に努めます。また、同行が必要な専門職員につ

いては、避難元の社会福祉施設職員のほか、それ以

外の県内社会福祉施設にも応援を求めて確保を図り

ます。なお、速やかな避難のためには災害時要援護

者の避難を支援する近隣住民の「支え愛」も重要と

なることから避難元市との連携を深め、速やかな避

難が可能となるよう取り組みます。 

【参考：要援護者数 約３千人】 

（内訳） 

社会福祉施設入所者（71カ所）     1,652 人 

  医療機関入院者（8箇所）       265 人 

  在宅の要援護者 米子・境港両市 約 1,000 人 



児童、生徒等の避難に必要

なバスの手配はどうするの

か。 

 児童、生徒をはじめとする災害時要援護者につい

ては、健康影響を考慮し、優先避難を行うこととし

ております。 

現在、避難先とのマッチングを検討しているとこ

ろであり、今後、各学校において作成される避難計

画及び県の輸送計画等を踏まえながら、優先的な避

難が実施されるよう対応を検討していきます。 

 

スクリー

ニングに

関する研

修・実習 

医療関係者や自治体職員

がスクリーニングや除染な

どの体制を取れるよう、研

修・実習を積むことが必要。 

いただいたご意見のとおり、円滑な避難等の防護

措置を行うため、スクリーニングや除染を実施でき

るよう体制整備を行うとともに研修・実習を行うこ

とは重要と考えております。 

今後も継続的に訓練及び研修を行い、速やかにス

クリーニング及び除染体制を整備できるよう取り組

んでいきます。 

また、訓練の結果等を踏まえながら、必要に応じ

て見直しを行っていきます。 

 

避難計画

のブラッ

シュアッ

プ（磨き上

げ） 

１月 26日の広域避難訓練

に参加した。繰り返しこのよ

うな訓練を行い、課題を洗い

出すことで、実際に役立つ避

難計画となるようブラッシ

ュアップして欲しい。 

いただいたご意見のとおり、事故発生時に速やか

に避難が行われるよう訓練等を継続的に実施するこ

とは、計画の実効性を確保する上で重要であると認

識しております。 

今後も訓練の実施等を通じて、避難計画の見直し

を行うとともに、避難時間推計シミュレーション結

果等も踏まえて、更に検討を行います 

 

「移住」の

追記 

原子力事故では、全く住め

ない地域ができる。住めない

ということは移住しなけれ

ばならないということであ

り、計画策定にあたっては、

移住を項目立てし、表記すべ

き。 

緊急時モニタリングの結果、防護措置の実施が必

要となった場合には、初期段階の対応として被ばく

のリスク低減のため避難等が行われます。 

その後の被災した地域の長期的な復旧を行う段階

においては、放射性物質の影響を受けた地域の環境

の除染等の事後対策を行い、避難した住民の復帰等

を円滑に行うための対策を講ずることや被災者の生

活再建の支援等を行うことが基本と考えています。 

なお、復旧段階における長期的な対策は、その時

の状況によるところが大きいため、本計画では大綱

にとどめています。 

 

その他、計

画に対す

るご意見 

計画の策定及び実行に伴

う原発施設外でのすべての

経費の半分を原発の所有者

である電力会社に負担させ

るべき。 

本計画は、原子力発電所が設置されていることに

伴い、原子力災害特別措置法に基づく県の責務とし

て原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子

力災害事後対策の実施のために策定するもので、本

県では、資機材等の整備を始めとして、国の交付金

を活用して原子力防災体制の整備をしています。 

電力会社への経費負担については、予定しており

ません。 



 広域避難訓練のスクリー

ニング会場で「放射能の基礎

講座」が開催されていた。「放

射能は自然界に存在してお

り、必要以上に心配すること

はない。」という説明であり、

放射能が人体に及ぼす影響

について説明がなされてい

なかった。 

放射能の基礎講座は、広域避難訓練会場において、

放射能はどのようなものであるのかを知っていただ

くため人形峠環境技術センターに講演をお願いした

ものです。講演の中では、放射能は自然界に存在し

ているものであることや食品中にも含まれること等

が説明されました。「放射線が人体に及ぼす影響につ

いて説明が不足していた。」という御意見について

は、今後、講座内容を検討する際に精査していきま

す。 

今後とも「原子力講演会」等の開催等を通じて、

普及啓発に取り組んでいきます。 

 

要望等 電力会社に対して、より安

全性を確認するため活断層

の調査を求めてほしい。 

いただいたご意見の中にある活断層の調査につい

ては、現在、原子力規制委員会で検討中の原子力の

新安全基準において検討がなされている状況です。 

県では、これまでにも国に対して原子力発電所の

安全に影響を及ぼす断層の調査について要望してい

るところです。 

 

 鳥取県東部でも原発災害

時の避難訓練をしたい。ま

た、災害マップに原発災害を

盛り込んでいただきたい。 

実際に事故が起きた場合の影響は、その時の原子

力発電所からの放射線の放出状況及び気象等により

異なり、はじめから一律に設定できるものではあり

ません。そのため今回の訓練は、国の原子力安全対

策指針に基づき範囲を設定し、ＵＰＺ区域である

30km 圏内を避難対象地域として実施したものです。 

現在、原子力規制委員会においてＵＰＺ外におけ

るプルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置

を実施する地域（ＰＰＡ）の具体的な範囲及び必要

とされる防護措置の実施の判断の考え方に関して検

討がなされており、この結果を踏まえてＵＰＺ区域

外での訓練実施についても検討していきます。 

防災マップ等への原発災害の掲載については、放

射性物質が放出された場合の影響が一律ではないた

め、掲載が困難と考えます。 

 

  安全な避難は困難であり、

安全を保障するためには、原

発を廃炉にすべきである。 

いただいたご意見については、留意させていただ

きます。 

 


